
 

た（17 年度 69％→18 年度 57％、19 年度 62％）。また、傷病手当金の給付期間が短縮。付

加給付を加えた 2年間支給するケースはほとんどなくなった。 

 

 

 

◆ 医療費削減 ◆ 

 

 

【 取組内容 】 

 年 2 回、6 ヵ月分まとめて医療費通知を実施。診療月ごとの通院日数、医療費の総額、

健保組合で支払った額、窓口負担、診療を受けた医療機関名が記載されている。また、そ

の裏面は「問合せシート」になっており、加入者が健保組合と連絡を取りやすいよう配慮

されている。そのほか、受診についてのアンケートを実施し、医療費通知や加入者向けの

啓発文書と一緒に結果を送っている。 

【 効  果 】 

 医療費通知に対するリアクションは毎回 20件程度。そのなかには不正請求発見につなが

ったケースもある。 

 

【参考：協会けんぽ（政管けんぽ）の医療費通知実施状況】（20年 10 月時点） 

 ①年間発送回数 ⇒ 年 2回、②対象月 ⇒ 全月、③対象金額 ⇒ 全て 

 

 

 

【 取組内容 】 

 ジェネリックに対応できる薬局をアンケート調査し、広報誌・ホームページに掲載して

いる。対象は利用者数の多さで上位 1～80 位までの調剤薬局。アンケートは 3 ヵ月ごとに

実施している。このほか、レセプトをベースとした医療機関検索やジェネリック調剤実績

のある調剤薬局検索といったサービスをホームページ上で提供している。 

【 効  果 】 

 薬局アンケートは 18年から 2年間で 200 件の回答があった。回答率は当初 5％程度だっ

たが、ジェネリックの認知度の上昇に併せて上昇傾向にある。直近の調査では 25％の回答

率だった。まだ、薬剤費減少効果は表れていない。 

 

 

 

 

石油製品販売健康保険組合 

パレット健康保険組合 
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